
議案第２号 

令和８年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

 

事 業 計 画（案） 

 

Ⅰ．地域住民の安全安心を確保し、国民理解の得られる原子力政策を具体化するた

め、以下の項目を国及び関係機関に強く要請し、その早期実現を図る。 

   

［重点項目］ 

 

 

 

福島第一原子力発電所事故の被災地が復興・再生を果たすまで、国が責任を持っ

て被災地に寄り添った取組を継続し、被災地が望む復興像を実現すること。また、

復興の大前提である福島第一原子力発電所の廃炉が着実に進むよう、国が前面に立

って、燃料デブリの取出し、汚染水及び多核種除去設備等処理水対策等に取り組む

こと。 

 

 

 

福島第一原子力発電所事故の教訓や国内外における最新の知見を踏まえ、原子力

施設の安全性及び原子力防災対策の実効性の向上に不断に取り組むこと。特に、令

和６年能登半島地震の被害状況に鑑みれば、インフラの整備・強靭化は立地自治体

における喫緊の課題であり、複合災害時や積雪時においても迅速に住民避難が行え

るよう、原子力災害対策特別措置法の法整備等により国の責務として必要な財源を

確保し、関係省庁が一体となって早急に進めること。また、国際情勢の緊迫化を鑑

み、原子力施設の安全確保へ向けた体制強化について、自衛隊との連携を含め、国

を挙げて取り組むこと。 

 

 

 

エネルギーの安定供給と２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現に

向け、第７次エネルギー基本計画等で示した原子力利用に係る取組を確実に実行す

るとともに、バックエンド対策を強力に推進すること。また、原子力政策に対する

国民理解の取組を積極的に進めること。 

 

 

 

エネルギー政策上の原子力発電の意義を理解し協力してきた立地地域の持続的か

つ自立的な発展が図られるよう、立地地域の振興に資する諸制度について、地域の

意向や実情を踏まえ、改善・拡充を図ること。  

Ａ．被災地の復興について 

Ｂ．安全規制・防災対策について 

Ｃ．原子力政策について 

Ｄ．立地地域対策について 
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［具体的要望事項］ 

 

 

 

（１）被災地の復興 

① 将来にわたって必要な制度の継続と財源の確保を図りつつ復興事業を進め、

被災自治体が策定した復興計画等に対する支援等に取り組むこと。 

② 特定復興再生拠点区域における事業を確実に実施すること。 

③ 特定帰還居住区域復興再生計画に基づき、除染やインフラ整備を行い、住

民が安全・安心に暮らすことができる生活環境を実現し、住民の帰還促進に

向けて事業を実施すること。 

④ 特定復興再生拠点区域外について、帰還されない方の家屋解体や除染及び

限定的な除染にとどまっている農地や山林等についての方針が示されていな

いことから、帰還困難区域全域の避難指示解除に向けた取組方針を早急に示

すとともに、住民の帰還や住民以外の移住等に向けた施策の具体化を図るこ

と。 

⑤ 福島イノベーション・コースト構想の早期実現のため、拠点施設の整備を

進めるとともに、新たな産業及び雇用の創出について関係省庁が連携して強

力に進めること。 

⑥ 復興の進捗に大きくかかわる道路や港湾等、基礎的インフラを早期に整備

すること。 

⑦ 帰還した住民や移住する住民が安心で充実した生活が送れるよう、医療・

福祉・介護施設、商業施設、スポーツ施設等、住環境の整備に対する支援を

強化すること。 

⑧ 研究機関の整備や新たな企業の誘致等による雇用の創出に取り組むととも

に、新規開業や事業再開を行う商工業者、農林水産業者に対して、必要な支

援を行うこと。 

⑨ 被災自治体に対し、人員確保のための支援を中長期的に行うこと。 

 

（２）除染・最終処分場等 

① 特定帰還居住区域復興再生計画に基づき、遅滞なく除染に取り組むこと。 

② 農地や山林、ため池等についても、実効性のある除染を早期に行い、帰還

困難区域の全ての避難指示を解除すること。また、除染後のモニタリングや

フォローアップ除染を実施し、住民の放射線量に対する不安解消に努めるこ

と。 

③ 解体を含む除染について、付帯設備・構築物まで解体するなど、被災者が

求める除染となるよう「除染ガイドライン」を見直し、被災者の財産の保全

及び環境の回復に努めること。 

④ 最終処分場の早期整備に向け、国民理解の醸成や技術革新等の取組につい

て責任を持って進めること。 

  

Ａ．被災地の復興について 
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（３）損害賠償 

① 事業者に対し、被災者の立場に寄り添った損害賠償を行い、原子力損害賠

償紛争解決センターが提示する和解案を尊重するよう指導すること。 

② 福島第一原子力発電所事故に伴い発生した被害に対し、中間指針第五次追

補の基本的な考えを踏まえ、被害者の個別具体的な事情を十分に傾聴した上

で、公平性の確保や被害者の立証責任の軽減が図られ、被害実態に即した損

害賠償が実行されるよう、自ら定める指針を不断に見直すこと。【原子力損

害賠償紛争審査会】 

 

（４）住民の健康管理・風評対策 

① 避難生活やコミュニティの分散等による被災者の精神的負担の軽減、被災

者に対する差別、いじめ等の防止に向けて関係機関と連携し対策に取り組む

こと。 

② 事故による放射線の影響について、事実に基づく正確な情報を国内外に発

信し、被災地に対する風評の払拭に積極的に取り組むとともに、これまでの

知見を踏まえた放射線知識の普及に取り組むこと。 

③ 多核種除去設備等処理水の取扱いについて、関係者に対する説明責任を確

実に果たすとともに、あらゆる手段による国内外への正確かつ丁寧な情報発

信により、徹底的な風評対策を講じること。 

 

（５）福島第一原子力発電所の安全確保 

① 福島第一原子力発電所の燃料デブリの取出し、汚染水及び多核種除去設備

等処理水対策等の廃炉作業について、安全・着実に行うこと。また、高線量

ガレキや使用済燃料、燃料デブリ等の取扱いに係る方針を明確にし、対応す

ること。 

② 事業者に対して、作業従事者の健康管理の強化や労働安全の確保並びに従

事者の不安解消について指導すること。 

③ 損傷が確認された福島第一原子力発電所１号機のペデスタル内壁面下部に

ついて、支持機能が喪失した場合の確実な対応策について検討するよう、事

業者を指導すること。【原子力規制委員会】 
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（１）国民から信頼される安全規制の確立 

① 国内外における最新の知見を速やかに規制基準等に反映し、事業者に対し

て的確な指導を行うこと。また、規制基準の内容について広く情報発信し、

規制基準に基づく原子力施設の安全対策に対する国民の理解促進に取り組む

こと。【原子力規制委員会】 

② 審査体制の強化や効率的な審査に努め、審査の経緯や結果に対する説明責

任を果たすこと。【原子力規制委員会】 

③ 高経年化炉に対し、科学的・技術的根拠に基づいた厳格な規制を行うとと

もに、審査の結果について国民に対して丁寧に説明を行うこと。【原子力規

制委員会】 

④ 立地自治体や事業者、専門家等、関係者との対話を重視し、透明性の確保

と信頼性の向上に努めること。【原子力規制委員会】 

⑤ 事業者の原子力安全文化に対する現場職員の意識や取組を適切に確認、評

価する等、事業者の行う原子力安全文化醸成活動に対して厳格な指導を行う

こと。【原子力規制委員会】 

 

（２）原子力防災対策の強化 

① 令和６年能登半島地震に鑑み、避難道路・ヘリポート等のインフラの整

備・強靭化・多重化等について、内閣府を中心に省庁の枠組みを超えた推進

体制を構築するとともに、内閣府が予算を確保し、直轄又は国土交通省へ整

備を委託することや、各省庁が原子力防災に関する予算を別枠で確保するこ

となどにより、迅速かつ強力に進めること。 

② 避難道路・ヘリポート等のインフラの整備・改良や輸送手段の確保、原子

力災害予防対策等に対し、国の責務として十分な財政措置を講ずることを原

子力災害対策特別措置法に明文化すること。 

③ 令和６年能登半島地震等の教訓を踏まえ、原子力災害時に実効性のある対

策が実行できるよう、原子力防災対策の検証と強化を図ること。 

④ 令和７年青森県東方沖地震に鑑み、複合災害時にも原子力災害医療協力機

関等の地域医療機関が機能するよう、施設及び体制強化等に係る支援を行う

こと。 

⑤ 原子力災害時の屋内退避の考え方や運用について、自治体及び住民の理解

促進につながる普及啓発を実施すること。また、原子力災害対策マニュアル

等の改定について、自治体からの意見を踏まえ、効果的に屋内退避の運用が

実施されるよう検討を行うこと。 

⑥ 広域避難や要配慮者の避難手段、避難先の確保等について、主体的に関係

自治体や関係機関、運輸事業者との調整、交渉を行い、迅速かつ確実に避難

できる体制を構築すること。 

⑦ 避難行動要支援者の搬送を自衛隊等の公的機関の任務として位置付ける等、

災害時に迅速に搬送できる体制を整備すること。 

Ｂ．安全規制・防災対策について 
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⑧ 令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ、モニタリング設備及び放射線監視

体制の強化を図ること。 

⑨ 住民への情報伝達や避難者情報の把握など、原子力災害時に活用できる情

報インフラの構築を図ること。 

⑩ 原子力災害時に防災担当職員を市町村に派遣できる体制をあらかじめ確立

し、災害発生時に迅速に職員を派遣すること。 

⑪ 複合災害に係る対策、自治体が行う原子力防災対策強化事業等に対し柔軟

な財政支援を行うこと。 

⑫ ＵＰＺ内自治体や広域避難先自治体の職員や住民に対し、放射線の基礎知

識や原子力災害の特性等について、理解を深める取組を行うこと。 

⑬ ＵＰＺ内における安定ヨウ素剤の緊急配布、服用に関する明確な基準やマ

ニュアルを示し、広域避難や屋内退避に際し住民が確実に服用できる仕組み

を構築すること。 

⑭ 安定ヨウ素剤事前配布後の更新に関し、住民や自治体の負担軽減を図ると

ともに、未配布者への配布促進につながる制度設計や取組の展開を図ること。 

⑮ 武力攻撃、テロ等に対する原子力発電所の防護対策について再検証し、防

護対策の強化に不断に取り組むこと。また、自衛隊や海上保安庁、警察組織

等の拡充強化を図り、防護対策を強化すること。 
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（１）今後の原子力政策 

① 原子力発電所の再稼働や運転期間延長、次世代革新炉の開発・設置等、

第７次エネルギー基本計画で示された原子力政策に係る取組について、安

全性の確保を大前提に、責任をもって実行すること。 

② 原子力利用に係る具体的な施策の実施に当たり、立地地域との対話や情

報共有を積極的に行い、意見を反映させること。 

③ 原子力発電所の再稼働や運転期間延長に当たり、その必要性や安全性を

丁寧に説明し、立地地域や国民の理解を得ること。 

④ 核燃料サイクル政策の早期実現に真摯に取り組むとともに、関連施設の

安全性、必要性を地域住民や国民に対し丁寧に説明すること。 

⑤ 使用済燃料の敷地外早期搬出のため、中間貯蔵施設や再処理工場の整備

等に国及び事業者が一体となって取り組むとともに、取組の進捗状況を地

域住民や国民に対し丁寧に説明すること。 

⑥ 原子力施設の解体で発生する低レベル放射性廃棄物の処分先の確保等に

ついて、国の主体的課題として認識し、取組を前進させること。 

⑦ クリアランス制度への国民理解を深める取組を進めること。 

 

（２）高レベル放射性廃棄物最終処分 

① 処分地選定プロセスについて、基礎自治体のみに過度の負担が生じている

現状を十分に踏まえて検討すること。 

② 国が主体的に候補地を選定する取組を積極的に進めること。 

③ これまでの選定プロセスで生じた課題が解消されるよう、制度や運用の見

直しを適切かつ具体的に行うこと。 

④ 国が前面に立って電力消費地である都市部を含む全国で、積極的に最終処

分に関する広報・広聴活動を展開し、最終処分場がエネルギー政策上、重要

な位置付けにあり、原子力を安定的かつ持続的に活用していくために必要不

可欠な施設であることを国民に丁寧に説明すること。 

⑤ 最終処分場の安全性について、国民に対し具体的なデータも示した上で、

定量的に分かりやすく説明するとともに、客観的な情報に基づいた議論を行

う機会の提供に努めること。 

⑥ 学校教育の場で最終処分について取り上げる等、若年層に対する教育の充

実・強化を図ること。 

⑦ 全国の市町村に対して、最終処分事業について丁寧に説明し、関心の喚起

を図ること。 

⑧ 全国知事会等の場を通じ、最終処分に係る国民的議論の必要性を共有する

とともに、都道府県に対し、最終処分事業が国家的課題であることの理解を

得るための取組を国が積極的に行うこと。 

 

 

Ｃ．原子力政策について 
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⑨ 最終処分に係る課題に関し、国と都道府県知事が直接対話する場を設置し、

定期的に課題解決に向けた議論を行うとともに、都道府県の積極的かつ主体

的な関与の促進を図ること。 

⑩ 都道府県が多様な視点から検討できるよう、最終処分法に基づくプロセス

において、国が率先して都道府県に対して客観的かつ具体的な科学的データ

を幅広く提供すること。 

⑪ 文献調査及び概要調査に係る既存交付金の拡充や、調査段階に捉われない

交付金の創設等、交付金制度の多様化を図るとともに、精密調査以降も含め

た交付金制度の全体像について、早急に明示すること。 

⑫ 交付金制度のみならず、産業・研究の集積、国の機関等の移転、特区の設

定など、自立的かつ持続的な発展につながる地域振興策について、海外の事

例なども踏まえて国の主導により具体的に示すこと。また、地域振興策につ

いては、産業界とも連携しつつ、都道府県も含めた広範な地域に対する支援

を幅広く検討すること。 

⑬ 国が責任を持って最終処分場設置後の地域の将来像を示すとともに、実現

にあたっては自治体と連携しながら取り組むこと。 

 

（３）原子力の理解促進・人材育成 

① 原子力に対する国民理解の取組を積極的に進めること。 

② 原子力発電の将来を支える人材を確保するため、産学官協働による原子力

人材育成のための取組を強化すること。 

③ 原子力を含めたエネルギー政策や環境問題、放射線について、学校教育の

現場で教育プログラムの一環として取り上げ、地域における学習の機会の充

実を図る等、正しく理解するための取組を強化すること。 

 

（４）原子力損害賠償制度の見直し 

① 原子力災害時の被災者救済に関し、関係法令の改正や整備を行い、国の責

任の在り方を明確にすること。 
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（１）立地地域の経済・雇用対策等 

① 原子力発電所の長期停止や建設工事の延期、廃炉等による地域経済への影

響を緩和するため、地域の実情に応じた経済振興や雇用維持・創出、地元企

業支援等に係る財政的支援や具体的施策を講じること。 

② 設備投資に係る借入金の利子補給や電気料金補助制度の拡大、地元雇用に

係る交付金制度の創設等、地元企業への特別な措置を講じること。 

③ 立地地域の特性に応じた新産業の創出や企業誘致等、産業構造の多様化に

向けた支援を行うこと。 

④ 立地地域の原子力人材育成を積極的に進め、原子力分野における地元雇用

の促進を図ること。また、立地地域の企業や教育・研究機関への新たな支援

や制度改革によって、産学官協働での人材育成に取り組み、地元雇用につな

げること。 

⑤ 立地自治体に対し、電力の安定供給に対する貢献に鑑みた支援制度を新設

すること。 

⑥ 立地市町村への優先的なデータセンター誘致及び次世代の地域デジタル基

盤・拠点構築に取り組むこと。 

 

（２）電源三法交付金等 

① 電源三法交付金について、電力安定供給に資するための施策であることを

国民に広報し、理解を得ること。 

② 電源三法交付金について、立地地域の実情に即した事業を行うため、使途

を自由裁量とするよう、制度を見直すこと。また、原子力発電施設等立地地

域基盤整備支援事業交付金（再稼働及び安全確保）については、市町村が実

施する事業についても交付対象とすること。 

③ 電源三法交付金及び原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金

（廃炉）について、原子力施設の解体撤去完了までを交付対象期間とするこ

と。特に、原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金（廃炉）につ

いては、実際の廃止措置期間と大きく乖離していることから、早急に交付期

間を廃止措置期間に応じた期間に延長するとともに、既に交付期間が終了し

た原子力施設及び交付金制度制定前に廃止した原子力施設についても遡って

交付すること。 

④ 長期発展対策交付金相当分について、貯蔵する使用済燃料の搬出完了まで

を交付対象期間とするとともに、運転経過加算措置の追加等、制度の拡充を

図ること。 

⑤ 電源立地等初期対策交付金相当分について、期間毎の交付額の拡充及び各

交付期間の見直し等、充実・強化を図ること。 

⑥ 電源三法交付金に係る事務負担軽減を図るとともに、電源三法交付金によ

り整備した施設の財産処分に対して柔軟に対応し、財政負担の軽減を図るこ

と。 

Ｄ．立地地域対策について 
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⑦ 電源三法交付金等の制度や規則の見直しに当たり、事前に目的や自治体へ

の影響等について説明を行い、理解を得ること。 

⑧ エネルギー構造高度化・転換理解促進事業について、使途の拡大と柔軟な

運用を図り、立地自治体等が事業を実施するための予算を確保すること。 

⑨ 原子力立地給付金及びＦ補助金の拡充を図ること。また、立地地域に対し、

電気料金の引き下げ等の特別な措置を講じること。 

⑩ 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金の緊急時避難円滑化事業について、

課題調査や効果検証等を含め最長で３年間としている補助期間を、個別の事

業実施期間に応じた期間に見直すこと。 

⑪ 原子力施設に係る固定資産税について、税制上の耐用年数を延長するとと

もに、施設の解体撤去完了までを課税期間とし延長すること。 

⑫ 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法について、対象事業

の拡大や補助率のかさ上げ、補助金交付要求額の全額交付等、制度の拡充を

図ること。 

⑬ 原子力施設に係る安全・防災対策等を講じるために立地自治体が負担して

いる職員人件費等の必要経費の全額について財政措置を講じること。 

⑭ 電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税制度について、原子力発電所

が立地する自治体の財政需要に対して、適切な負担を求める課税方式である

ことを踏まえ、今後とも同制度を堅持すること。 

 

Ⅱ．全原協の事業推進のため、国及び関係機関との協議等、各種施策の調査検討を

行う。 

   定例総会 

   要請活動（随時） 

   全体会議（秋） 

   役員会（年２回程度） 

   幹事会（年４回程度） 

担当課長会議（年１回程度） 

バックエンド問題に関する検討委員会（随時） 

   各種施策に係る調査検討 等 

  

Ⅲ．全原協において、原子力安全及び防災に関する情報共有を図る。 

   担当者会議（随時） 等 

 

Ⅳ．東日本大震災による被災地の復興支援のための取組を実施する。 

 

Ⅴ．全原協の活動について積極的に情報発信を行う。 

   全原協ホームページの充実 等 

-13-


